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「防衛大学校人権侵害裁判」

全国初の裁判です。

は、防衛省の施設機関である`防衛大学校
|の

業 を問う

防衛大人権侵害裁判第 9回 口頭弁論が、2017年 12月 11日 (月 )1
301号法廷で開かれました。裁判は前回より分離裁判<被告 (国 )・ 被告
審理されました。傍聴参加者は67人でした。
裁判終了後、報告会が日本基督教団福岡中部教会で開催されました。

0時より、福岡地裁

(個人)>が連続して

ス晟覇群べ屏羽詢になる″〕 夕 θДZ場留Z凛角多 <被告 (国)は 8回 目・被告 (個人)は 9回 目>

前回第 8回公判より代わった裁判長は、法廷に証人を呼んで調べることに積極的のよう
です。原告弁護団は被告を法廷に呼びたいと努力してきました。これが報われるかもしれ
ません。被告は、勤務地が遠い,勤務の関係で出廷できない等という理由で、意見書や陳
述書で済ませようとしてきました。しかし裁判所が、人証調べに向けて教官・当時の学生
の日程調整を求められる中、被告側弁護団も出廷させぎるを得なくなってきてぃるようで
すP

次回の公判以降の人証調べは、個人 (被告学生)から開始されるもようです。
裁判長から原告側に言われたこと…

教官の行為に対する原告の陳述書を提出してく
に陳述書を出していただいたら分かりやすい。
ので、大変でしょうが書いてください。
裁判長から被告国側弁護団には…

文書提出 (教官の意見書・陳述書)準備にどれぐらいかかるかと質問。これに対して被告
側弁護団の返答は、5ヶ 月程度必要とのことでした。

毎回先延ばしにする被告側。不誠実さが明らかです。
物 夕吉 rθス の物
弁護士がたった 1人のみ出廷 (被告学生Kの弁護士のみ)被告学生 5人を担当する横浜

の弁護士は一度も出廷せず。残 り2人の被告学生を担当する各弁護± 2人も出廷せず。

これか らの動 き ど夕なるか ?

次回裁判日程が学生側の合意が得られず、中々決定しませんでしたが、2/6の進行協議
でやつと決定しました !!

順を追って、他の学生、原告の人証調べが行われる予定です。 6人 の教官について、
国側は態度を明らかにしていません。夏頃に国からの意見書、各教官の陳述書が出され、
教官の人証調べの有無が決定されます。

ださい。教官は沢山なので、各々の教官別
以前に出した陳述書とダブっても構わない



公縄の繊 tこ、存筆 ■べ きできごとが …

傍聴席からの突然の発言で、何か分からなからたりびっくりした方もおられたのではないかと思
います。一 裁判も終わりかけた時、傍聴席の原告の祖父が満を持したように手を上げ立ち上が
り、「裁判長 !!」 と叫ばれました。一原告 (孫)を身近で見てこられたが故の、聞く者の心を揺
さぶる叫びだと感 じました。― 「孫は深く傷ついた。せめて納得がいく公平な裁判をお願いしま
す。」と、裁判長に言いたかったということです。一裁判長は、時間が押していることをやさしい

声で伝えて、「原告の側を通じて述べてください」と付け加えてその場を収めました。
原告の祖父は納得されたかな?

☆ 公平な裁判をお願いするはがきを裁判長に出しませんか

原告の祖父の傍聴席からの訴えを聞いての、ジャーナリス トの三宅勝久さんからの提案です。
宛先 〒810-8653

福岡県福岡市中央区城内1-1
福岡地方裁判所

足立正佳裁判長殿

ハガキ裏面

H28(ワ )889号 一防大人権侵害裁判―

↑をご記入の上、お願い文面を書いて下さい

※ 原告側弁護士の赤松先生が、公判時のマイク導入設置を要望。まだ回答がないそうです。

たんぼぽの会 か らのお願 い

第 10回裁判の開催 日までの時間が迫つております。傍聴者の存在は、影響が大です。傍聴、よ
ろしくお願いいたします。一原告弁護団からも、「なるべく多くの傍聴の方々に来て頂き、これだ

けの関心があることをアピールしていただければ助かります。」とのことです。

一当時の学生の嘘やごまかしをできなくする効果もねらつています。

たんぽぽの会か らのお礼

☆ たんぽぽの会の結成は、2017年 4月 14日 です。まだ 1年にもなりませんが、原告の母

等が学習会や集会に呼んでいただくことが次第に増えてきて、そこで話を聞いた方が次の学習会
や集会に呼んで下さると言 う支援の輪が少しずつ広がってきました。裁判の傍聴への参加や励ま
しの言葉や寄付をいただき、原告と家族をはじめたんぽぽの会員一同心より感謝申し上げます。・

～玖西壊網ト カン 坊認芳

2月 20日 (火)午後冒時
郵便総合講座 たんぽぽの会

(防大裁判の原告 を支 える市民の会 )

店番 748 普通預金 8941260
福岡地裁 301号法廷

中央区城内 地下鉄赤坂下車徒歩 5分

8092-781-3141
雄 数 は東京地裁から、マイタ萌 答、

福岡地裁の″若者″ヌクノーン■ 裁判のやタ

荻 クを月ることだな夕ま九 (約 1時間予定)

※郵便口座をお持ちの方はATMから手数料無料

です。

※赤の振込用紙 (手数料無料)にメールア ドレス

をご記入の方は、今後 「たんぽぽの会のニュー

ス」を送付致 します。

☆勝手ながら振込用紙を配布の際毎回添付しており

ます。可能なときにご利用いただければ有難く存じ

ます。
報告会 割烹みくに


